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摘要;伝 統的建造物群保存地区制度は建造 物 という単体 の保存か ら集落 景観の保全へ と文化財 の概念

をひろげた。 本研究では白川村荻町を例 に集落景観 の特徴 を把握 し,そ れを保全す る仕組 を明らか に

した。その結果,水 路や石垣によって細 かい領域が形成 されてお り,垂 直要素が少 ないことが景観 の

特徴 とな っている ことがわか った。 また,地 区における維持管理主体 は変容 していること,規 制 や基

準で は景観の特徴を保全するための項 目はな く,逆 に現状変更 にお いて景観 の特徴 を損 なう場合 もあ

ることが明 らかになった。 以上から,集 落 景観を保全するための仕組 の再 構築が必要で あることが示

唆 された。

1.背 景 と目的

明治4年 の古 器旧物保存方布告 に始 ま った 日本の文化財行政 の

歴史で保存の対象は美術品や建造物 か ら,記 念物,無 形文化財,

民俗文化財,さ らに は近代化遺産 を含む登録文化財へ と多様化 し

ている。昭和50年 に は文化財保護法 の改正 に よ って伝統 的建造

物群保存地区(以 下 「伝建地区」)の 制 度が設 け られ,新 しい文

化財概念への重 要な転 機にな った ともいわれている1)。 これ によ

り,建 造物に代 表され るよ うな単体 の保 存か らまちなみ など単体

の集合の保存へ さらに人の住 む集落景観 の保全 へと文化財 の概

念 が広が った。 この制度 は市 町村 の保存 条例によ って指定 された

地 区の中か ら国が選定 す るとい う方法 を採 用 している点 も特徴 と

なって いる。 つま り,市 町村が主 とな って景観 を保全す る仕組 を

っ くることが前 提 とな った制度 であ る。平 成12年8月 現在 で城

下町,宿 場町な ど55個 所が重要伝統 的建造物 群保 存地 区 に選定

されて いる。

伝建地区制度 が始 まって25年 経 った現在,こ の制度 が集 落 や

まちなみの保 存にどの程度有効 かを見 直す時期 に来て いるといえ

る。文化財保護 法で は伝建地区は 「周囲の環境 と一体 となって歴

史的風致を形成 してい る伝統 的な建造物 群で価値 の高 い もの」 と

されて いる。 伝建地 区制度 はこの 「周囲の環境」 を建造物 と共 に

守 るところが これまでの文化財と異 な る点である。 この 「周囲 の

環境」の特徴 は景観 の特徴 とな って表れ る。そ こで本研究で は,

まず地区の景観 の構 成要素 と特徴 を把握 す る。次 に現時点で それ

らがどの ように保全 されてい るのか,そ の仕組 を明 らか にす る。

ここか ら伝建地 区の 目指 している建物単 体ではない集落景観 の保

全 のあり方を考察す る。以上 の3点 を本研究の目的とす る。

景観の保全は2つ の方向か ら考 え られ る。ひ とつは現在 ある景

観 の価値を変化 させず に維持する こと,ふ たつあは景観 の変化 を

誘導す ることであ る。 さらに,そ れ らを実行するには保全 の担 い

手 となる維持管 理主 体,誘 導のたあの規制 ・基準 とい う2っ の媒

体 が必要 とな る。本 研究で は前者 はその変容の過程 を,後 者 は景

観 の特徴 との対応 とい う面か らそれぞれ整理 し,問 題点 を抽 出す

る。 この問題点か ら今後の集落景観 の保 全のあ り方 を考察す る。

2.対 象地区の概要

調査の対象地区 と して白川村荻 町重要 伝統的建造物群保存地 区

を選んだ。(図-1,写 真-1)55個 所あ る重要伝統的建 造 物群

保存地 区の うち山村集落 は白川村荻町を含め6個 所で ある。山村

集落 は宿場町,武 家屋敷 に比べ建造物以外の景観構成要素が空間

的 に大 きな部分 を しめる。 また,そ の中 で も当地 区 は最 も早 い

1976年 に重要伝統的建造物群保存地 区 に選 定 され て いる ことか

ら,選 定後 の変化 を含めて捉え る ことがで きる。以上の理由か ら

図-1地 区の全体図

写真-1地 区の全景
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対象地区 と して取 りあげた。

白川村荻町伝統的建造物群保存地 区 は合掌造 り とよばれる建物

群 を特徴 と している。雪深 く閉ざ され他地域 との交流 が限 られて

いること,貨 幣経済 にたよらない 「ユ イ」 などの相互 扶助 による

生活か ら地 区の独特 な景観が形成 された。 ブルー ノ ・タウ トの著

作で知 られ る2)合 掌造 り家屋の特 異性,希 少性 は昭和 初期か ら注

目され は じめていたに もかかわ らず,昭 和22年 に88棟 あ った合

掌造 り家屋 は昭和47年 には61棟 に減少 している。 このよ うな状

況 をうけ,合 掌造 り家屋 を保存す ることを目的 と して昭 和46年

に 「白川郷荻 町集落 の自然環境を守 る会」(以 下 「守 る会」)が地

区住民 によ って結成 された。守 る会 の活動の結果,近 隣集落の合

掌造 り家屋 が減少 を続 ける中,荻 町 は現在60棟 と数 は安 定 して

いる。昭和51年 の伝建地区選定後,平 成7年 に五 箇 山 とあわ せ

て世界文化遺産 に登録 された。 この ような流れ と共 に観光地 化が

進 み,現 在年 間100万 人を超え る観光客が訪 れてい る。

地区 の景観 に関す る既往研究 と しては西山 ら(1995)の 論 文が

ある鋤5)。ここでは,合 掌造 り家屋 の増改築,新 しい建造 物 の増

加,農 地 の減 少に代表 される土地利用 の変化 によ る景観の変容が

明 らか にな ってい る。 本研究で は世界遺産登録(1995)以 降の観

光客 の急増 によ る影響 もふまえ,こ の論文では具 体的 に取 り上げ

られて いない,建 造物 や農地以外 の要素を抽 出 し,そ れ らを含め

た景観 の特 徴を把握 す る。

3.研 究 の方法

研究 の方 法 として は,景 観 の特徴 をとらえるため に,ま ず景観

の構成要素 を抽出 し,次 に各構成要素 について現 地踏査 と資料に

よ って現況 と歴史 的変遷 を把握 した。 現地踏 査 は1998年 か ら

!999年 にか けて行 った。 まず,場 所 を2千 分 の1の 白図にプロッ

トし,素 材 と大 きさを記録 し,写 真撮影を行 った。 また植物につ

いては5月,8月 に2回 調査 を行 った。その外 の要素 に関 して も

特に雪囲 いな ど四季で違いの見 られ る ものはそのつ ど記録を した。

さらにそれぞれの要素の歴史的変遷 は資料を中心 に調査 を行い ヒ

アリングに よって補完 した。

各構成 要素 と維持管理主体,規 制 ・基準 との関係 は資料 とアン

ケー ト調 査を行 った6}。 ア ンケー トは1999年10月 に実施 し,維

持管理 の現状を把握す ると共 に世界遺産以降の急激 な観光地化 に

伴な う影 響 につ いて も質問 した。

4.地 区の景観の特徴

(1)地 区の空間構造 と景観構成要 素

景観構 成要素 につ いて伝建地区 の見 直 し調査で は建物,道 路 ・

水路,屋 敷 駐車場,そ の他諸施設,文 化財,山 林 ・河川 ・田畑

の8項 目7),西 山の論文では自然背景,農 地,道 路 ・水路,屋 敷

地,家 屋 の5項 目に区分 している8)。 本研究で はよ り細 か く景観

を把握 す るたあに,ま ず地区内の外部空間 にあ るものをすべて と

りだ した。そ の結果,表-1に 示 す19の 景観構 成 要素 を抽 出す

ることがで きた。 このなかか ら場所 や季節 によ る変動が一定で な

い生活雑 貨,車,人,天 候 と,平 成16年 にはすべ て地 中化 す る

ことが決 定 して いる電線 ・電柱 を対 象か らはずす ことと し,こ れ

らを除いた14の 要素 について調査 を実施 した。

次に景 観 の特徴を検討するために地区の空間の構成 と景観構成

要素の対 応関係を整理 した。K.リ ンチは空 間 を構 成す る物 理的

な要素 をパ ス,エ ッジ,デ ィス トリク ト,ノ ー ド,ラ ン ドマーク

の5要 素 に分類 して いる9)。C.N.シ ュルツは方 向 と通路,中 心

と場所,区 域 と領域を 「実存的空 間の要素」 と して いる10)。また

樋口は境 界(山 並み,丘 陵,水 面),焦 点 ・中心 ・目標(孤 立峰,

丘陵,谷,奥 処),方 向(方 位,勾 配,中 心),領 域 によ って空間

の特性 を抽 出 し分類 して いる11)。

表-1地 区の景観構成要素

□ :本研究でとりあげる景観構成要素

表 一2景 観構成要素 と空 間構造

これ らをふまえて本研究では白川村 の空 間の構成 を面,点,線

で あ らわす こととした。 面 は領域 であ り,点 は目標や焦点 となる

もの,線 は領域 の境界 と点(面)と 点(面)を むすぶ パスの2種

類 とす る。空 間を構成す る面,線,点 と景観構成要素の関係は表-

2の ように整理 す ることがで きた。

(2)地 区の景観 の特徴

(i)平 面の特徴

地区の全体 は前 景の山 と庄川によ って囲まれている(図-1,

写真-1)。 地 区内の骨格 は道路 によ って形作 られ,人 まか な区

域が示 されてい る。道路 は明治23年 に開通 した旧国道 とそれ以

外 の村道に分け られ る。 これによ って地 区の景観 も大 きく2種 類

に分 けることがで きる。すなわち,「 山小 屋風」 と呼 ばれ る家 屋

の並ぶ 旧国道沿いの街道景観 と合掌造 り家屋のある農地景 観であ

る。後者では村道 に沿 って建造物が点 在 してお り,昭 和 中期以降

に建て られた ものを一部除 いて南北方 向の間隔は10m以 上 あ る。

これまで報告書 等 に記載 されてい るよ うに,建 造物の間隔が広 く,

棟が南北方向にそ ろって いることが特 徴であ る12)13)14)15)16)。今回 の

調査か ら考察 され るその ほかの特徴 として,さ らに細 かい 「面」

である屋敷地,農 地が主 に石垣 と水路 に よって規定 されてい るこ

とがあげられた。つ まり,境 界を示す線 とな る要素 が石垣 と水路

で主 に構成 されて いるところに特徴が見 られた。地 区の中心部の

これ ら石垣,水 路 に関す る調査結果を図-2,図-3,に 示 した。

あわせて,境 界を明示す る要素 として重要な道路 および植 栽 に関

する調査結果を図-4に 示す。
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図-2地 区中心部の石垣

図-3地 区中心部の水路

図-4地 区 中心部 の道路 と高木

図-5地 区の立面

地区全体が東側か ら西側 の庄川に向か って緩やかに傾斜 してい

るため に屋敷地,農 地 の境界 に石垣 で土 留めが設 け られてい る。

それ らは基本的 に高 さ0.5m～1.2mの 範 囲であ るが,前 景 の山 と

屋敷地の境界に2mあ まりの石垣 が多 い点が注目 される。石垣 は

空積みが基本 とな って いるが一部 でモル タルの目地 もの も見 られ

る(図-2)。

水路は昭和33年 に上下水道が整備 され るまで は生活 用 と して

主に使 用 されていた ことか ら,各 戸 をめ ぐってお り網 目状 に発達

してい る。 このため地 区内の水路 は合 計12㎞ に及ん で い る。 そ

の うち蓋を している ものが3.7㎞,コ ンク リー トやU字 溝 が4 .2

kmあ り,昔 か らの石 の水路 は少 な くな って きている(図 一3)。

また道路 に関 しては旧国道が地区 を分 断 しているが その他 の村

道 は緩 やかな曲線 をえがいている。高木 は基本 的には家屋 に添 う

よ うに点 在 している(図-4)。

(i)立 面 の特徴

立面 で捉 え られる特 徴は建造物以外 の垂 直要素が少 ない ことで

ある。先 にのべたよ うに,境 界 は水路や石垣,道 路 といった高 さ

の無 い物 ばか りであるために,立 面で は境界が明確で ない(図 一

5)。 さ らに植栽 で も生垣 は寺社 と現在集落 で一番人 きな和 田家

を除いては5箇 所 でイチイの刈込が見 られるのみであ る。 このイ

チイの刈込 も長 さは5m前 後 と連続 して いな い うえ に,高 さ60

～70cm程 度 で刈 り込 まれ視線 を遮 らない。 さ らに,高 木が少 なく,

公民館 の横,寺 社,一 部 の駐車場の まわ りを除 くと,建 造物 に添

うよ うに独立樹が植 え られている程度で ある(図-4,図)5,

写真 一1)。 こうした特徴 は,高 さ7～11mも あ る合 掌造 り家 屋

の大 きさと形態 をきわだたせる結果 とな って いる。国道沿 いで は

道路 に沿 って家屋が立 ち裏手 に池や畑が ある(図-5)。

垂直要素が少 ない理 由は2つ 考え られ る。 ひとつ は雪が多 いた

めに家 の周 りに塀 などが あると雪か きがで きな いことであ る。ふ

たつ めはコ ミュニティーの緊密 さか ら塀で外か らの視線を遮 る必

要が なか ったことで ある。 しか し,後 者 に関 して は多 くの観光客

が訪れ るようになって,さ まざまな問題が生 じて きてい る。表 一

3は ア ンケー トでの観光客 のマナーの悪 いところに対 す る自由回

答 の結果であ る。 これ によると,覗 く,勝 手に私有地 に入 るなど,

境界が あいまいなため に起 こってい ると考え られ る問題点 が7件

ある。 さ らに,そ う した問題が生 じた結果,表 一4に 示 すよ うに

私有地の境界を明示 し外来者の侵入 をふせ ぐための柵,ロ ープや

工事用の コーン,立 て札 などが地区内に増加 しているのが現状 で

ある。

表-3観 光客の マナーの悪い ところ

ゴミ 41人

車が通っても道をよけない 19人

覗く 12人

タバコのぽい捨て 5人

花泥棒 5人

私有地に勝手に入る 4人

時間に関係なく騒がしい 4人

家に勝手に入る 3人

畑を踏み荒らす 3人

糞尿を家の外にされる 3人

農作業の写真を撮られる 2人

その他 3人

□ 境界の曖昧さによるマイナス
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表-4新 しく設けられて いる

境界部を示す もの

(単 位:ヶ 所)

表-7農 地 を耕作 しているか

表-5合 掌 屋 根葺 の参 加 者 の 変 化

白川村教育委員会(1989)『 「結 」 と合 掌』,

pp22よ り抜粋

(単 位:人)

表-8茅 場の利用

表-6結 による合掌屋根葺 について

表-9利 用 していない茅場 を どうするか

5.景 観構成要素 に係る規制基準の現状 と維持管理主体 の変容

(1)維 持管理主体 の変容

地区における維持 管理 の主体 は所有者,住 民の共同作業,行 政,

業者 と分ける ことがで きる。 この なかで地区の大 きな特徴 とされ

て いる住民 の共 同作 業の変容につ いて述べ る。まず,集 落生活 の

維持のたあの共 同作 業 は 「ニンソク」 とよばれ,道 路,水 路 な ど

の掃除手入れを行 う17)。水路掃除 は 「ユスイサ ライ」 とよばれ現

在 も年2回,道 路 の草刈などと同時 に行 われてい る。 つ ぎに個々

の家でお こる ことが らに関す る互助労働 の形態 として 「ユイ」 と

「コウ リャク」 があげ られる。「コウ リャク」 は多 くの人手 が必要

な場合の手伝 いで,一 方的な労働提供 である。 これに対 して 「ユ

イ」 は提供 された労働 に等量の労働 を もって返すのをたてまえ と

す る労働交換 で,以 前 は田植えや養 蚕に も行われていた18)°現在

は合掌造 り家 屋の屋根葺を 「ユイ」 で している。 昭 和43年 に合

掌組合がで きてか らは,組 合が中心 とな って屋根葺が行われ る場

合 が多 い。合掌組合 は,荻 町だ けでな く白川村全体の合掌造 り家

屋 の所有者で組織 されている。表 一5か らもわか るように合掌組

合 のできる前後で は屋根葺の参加者 が変化 してお り,こ れ は地区

外 の合掌居住者や片務的な手伝 いが増えたためであ るとされて い

る19)。地区外の合掌所有者は合掌組 合員であると考え られ る。 さ

らに,表 一6に 示す ように今回 のア ンケー トの結果で は 「ユ イ」

を堅持すべ きと答 えたのは約半数 で,実 状の変化 と共 に住民 の意

識 も変 わって いる ことがわかる。 「コウ リャク」 に関 して は農作

業 の手伝 い等のか たちで現在 もさま ざまな場面で続 けられている。

次に景観構成要素 か ら維持管理 主体の変容 をみる。合掌造 り家

屋では先述 のように 「ユイ」の変 化が大 きな もので,さ らに軸部

修理,増 改築 などは業者 に依頼 す るようにな ってきて いる。 その

ほか変化 の見 られる要素 は農地,池 と前景の山である。農地 に関

して は所有者 による維持管理が基 本 となっているが,先 述 のよ う

に現在で も天候 の状況 などによ り労働力の貸 し借 りは行 われてい

る。 アンケー トによ ると農地所 有者 の うち全部 自分 で耕作 してい

るものは半数 に留 ま り,農 地を貸 して いるとい う回答 も1割 あ っ

た(表-7)。 貸付 で多 く見 られ るのが年間を通 して管 理 その も

のを会社 に委託 す るケースで,米 だ けでなくソバなどを栽培 して

いる。 この会社 は1991年 に休墾地 の活用のた めに設立 された も

のであ る。西 山の論 文では農地の粗放化 と転用による景観 の変容

の実態が明 らか にな っているが20),こ のうち粗放化 に関 しては こ

の会社が田や ソバ畑 として管理す る事 で景観の保全 に寄与 してい

るといえる。

また,池 に関 して変容の年代 は明 らかでないが,以 前 は共 同で

汚 い物 を洗 ったり苗代の籾を浸すたあ に使 ってお り,利 用者 が協

力 して泥 さ らいなどを行 って いた21〕。昭和33年 の上 下水 道の普

及 によ り,一 部で鯉を飼 って いる以外 は利用が融雪 に限 られたた

あ,共 同の管理が必要な くなった。水路 に関 して も上下水道 の整

備 に伴 いその利用形態 は変化 して いるが,前 述の ように 「ユスイ

サライ」 とよばれ る年2同 の共同作業 は現在 も行われて いる。

前景 の山では昭和の初期か ら戦後 にか けて に焼畑が衰退 し跡地

に杉 の植林 がされた。 その後昭和40年 代か ら桑 畑 も減少 し荒地

とな って現在に到 るとされて いる22)。これ以外の利用 と して合掌

の屋根葺 のための茅を収穫す る茅場が ある。現在,茅 場の所有者

の うち収 穫 しているのは半数以下で(表 一8),茅 場 を利 用 して

いない家の6割 が今後 はそのまま放置す ると答えている(表 一9)。

現在,山 の利用は一部残 っている茅場,薪 の採取,山 菜 とりに限

られてい る。茅 は毎年 の手入 れが欠 かせ ないこと23)からも,利 用

の変化 に伴 って維持管理 も減少 の傾 向にある ことが いえる。桑畑

と茅 は養蚕 と屋根葺 とい う点 で合掌造 り家屋 と本来強 く結 びつい

ていた ものである。 しか し,養 蚕 が行 われず,屋 根葺 の茅が地区

外 か ら購入 される ことの多 くな った現在 ではその結 びつ きが少な

くな り,合 掌造 り家屋 のみが保存 される結果 となっている。また,

前景の山の景観は桑畑,茅 場,樹 林 と多様 だ った ものが現在み ら

れ る広葉樹林 と針葉樹 の植林 の2種 類 に均質化 している ことが推

測 され る。

旧国道の掃除や手入 れは村 が主体 で行 っている。 その外 の景観

構成要素 に関 しては所有者 によ る維持管理 が基本 とな っており変

化 して いない。

以上,維 持管理の主体 の変 容 として,全 体 的には住民 の共同作

業の減少 と業者委託 の増加 がみ られ る。 こうした維持 管理主体 の

変容が景観 に与え る影響 は農地で は景観の保全,前 景 の山では景

観の均質化 となってあ らわれて いることが考察 された。維持管理

主体 の変容 の要因 は2点 あげ られ る。1つ は貨幣経 済の定着 と補

助金 の交付 などによ り,労 働力をお金で買 うよ うにな った こと,

2点 目は下水道な どの基盤整備 により,維 持管理 作業その ものが

必要無 くなったことであ る。

(2)規 制 ・基準による保全の現状

(i)景 観構成要素に係 る規制 ・基準

現在,地 区には明文化 された規制や基準があ り,ま た伝統的建

造物 をは じめとす る指定 によって も法律の規制を受 けている部分

が ある。 これ らを景観の構成要素 と対応させて整理 したものが表-
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表-10景 観構成要素 と規制 ・基準

10で ある。規制 や基準 の主体 は国,白 川村,住 民 にわ け られ る°

国が主体 の ものは伝統 的建造物群保存地区 の選定,一 級河川,農

業振興地域 などの指定 の根拠 となる法律で ある。 白川村が主体の

ものは伝統的建造物群保存地区 の選定 に先立 って公布 され た白川

村荻 町伝統的建造物群保存地区保存条例(以 下 「条例」),条 例の

規定 に従 い教育委員会 によって定 め られた白川村荻町伝統的建造

物群保存地区保存計画(以 下 「保存計画」)が あ り,さ らに白川

村伝建地区景観保存基準(以 下 「保存基準」)が 昭和60年 に作成

された。保存計画 は世界遺産登録前 の平成6年 に保存 基準 は平成

11年 にそれぞれ改訂 されて いる。 これ らはすべ て伝 建地 区選定

と関連 し定め られ た ものであ る。 これ らの ほかに住民 組織であ る

「守 る会」が中心 となって保存計画 に したが って作 られ た景観保

存基準 にお けるガイ ドライ ン(以 下 「ガイ ドライ ン」)が あ る。

ガイ ドライ ンは平成11年,保 存基準の改訂 と同 時 にで きた もの

である。 この ほか伝建地区選 定以前 の昭和46年,守 る会 の発足

と同時 に掲げ られ た白川郷荻 町集落の 自然環境 を守 る住民 憲章,

さ らに昭和55年 の看板に関す る規定であ る荻 町 か ら看 板 を失 く

す る運動が住民間の協定 とな ってい る。

これ らの規制等の内容で景観構 成要素に対応 してい るものを と

りだ し,ど の くらい具体的に保 全の方向性 が定 め られてい るかで

5段 階に色分けを した。色 が濃 い ほど具体的な内容が示 されてい

る。 また,具 体的な内容 について色,材 料,大 きさ,形 ・様式,

配置に関 して述べ られている場合 はそれぞれa～eで 表 中 に示 し

た。全体 として国,白 川村,住 民 と法的な拘束が弱 まるにつれ,

内容が具体的にな っている ことがわか る。 さ らに,具 体 的な基準

は線や面 とな る要 素に比べ点 とな る要素 に偏 って いる ことがわか

る。地区の景観 の特徴 とな ってい る線 を構成 して いる水路 につ い

て は一部 が環境 物件に指定 されてお り,指 定物件 につ いては 「歴

史的風致 を損 ね る状態にある ものについては科学的調査 と根拠 に

基づいて,修 景,復 旧,整 備す る」(保 存計画3-(2)環 境物件の

修景 と復 旧)と されている。石垣 は伝建物 の中の工作物 という形

で指定 されてお り,特 に石垣 のみに言及 した項 目はな い。指定 さ

れていない石垣 や水路 の保全 に関 してはどこにもふれ られて いな

い。植栽 につ いては保存条例で伐採 にあたっての許可が必要 とさ

れて いるほか,環 境物件 に関 しては水路 と同 じである。 さ らに,

保存計画,ガ イ ドライ ンの駐車場の項 では 「植栽による修景 を施

す」 とあ り,垂 直要素 を増やす内容 とな ってい る。

(i)守 る会によ る現状変 更の誘導

地区で は新築,増 改築,舗 装などの現状変更 はすべ て,毎 月行

われ る守 る会で許可 を得 てか ら行 って いる。守 る会 では住民憲章

とガイ ドラインを基準 に してすべての申請 に対 して検討 し許可 を

出す とい う方法を とってい るが,そ の際 に景観 を良 くす るための

条件 がっけ られる ことが多 い。西山 は1977年 か ら1991年 まで の

申請 を分析 している。 これによると15年 間 で民間 か らの 申請 が

461件 あ り,そ の うち家屋 に関するものが409件 で,こ れ らに関

して景観基準 はおおむね守 られている と してい る24)。表-11は

1977年 か ら1997年 までの石垣,水 路,植 栽 に関す る申請 と許 可

条件 の内容 を5年 ごとにま とめたもので ある。 まず 「石積み に し

たい」 とい う申請 は8件 で,す べて了承 され ている。石積み に関

しては駐車場 や宅地造成 の際の土留あを玉石積みす るように許可

条件 をだされているものが21年 間で34件 あり,そ の内容 は昭和

表-11景 観の特徴 に関わる構成要素の現状変更申請

(単位:件)
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60年 以降か ら 「モル タルの目地が ない,も しくは目立 たな い よ

う」 にす るという条件が加 わってい るものが増加 して いる。 また

水路 に関 して は水路改良の申請 がほ とん どで,中 に はU字 溝 や

蓋 をす るため の申請 もあ る。水路 の改良に関 して も側面 を石 にす

るように条件がつ け られている一方 でU字 溝 が その ま ま許 可 さ

れている場合 もある。植栽の申請 は3件,伐 採 の申請が1件 でい

ずれも許可 されて いる。そのほか,植 栽に関 して は駐車場 や倉庫

の新設の申請 にあたって 「植栽 で隠す」よ うに条件がっ け られて

いるのが合計21件 ある。高木 を植栽 しないよ うに条件 が だ され

たのは1件 のみである。 また許可 の内容 はいずれ も 「境界 に植栽

する」「生垣で か くす」 などとな ってお り,「隠す」 ことに意識 を

お くあま り,垂 直要素 を増加 させ る方向 に進んでいる ことがわか

る。 図一4に み られる駐車場,公 民館横の高木 はいずれ もこの許

可条件 に従 った ものである。

6.ま とめ

本研究 では白川村荻町を例 と して合掌造 り家屋 を とりま く集落

景観の構成要素 と特徴を把握 し,さ らにそれ らを保 全す るための

仕組を明 らかに した。 その結果景観 の特徴 は,こ れまで言われて

いたよ うに棟をそ ろえた建造物が点在 していることに加え,水 路

や石垣によ って細か い領域が形成 され,垂 直要素が少な いために

構成 されてい る領域の境界が明確 でないところに見 られ ることが

わか った。 また,景 観保全 の仕組 において,維 持管理主体 は全体

と して住民 の共同作業の減少 と業者委託 の増加がみ られ,こ う し

た変容が景観に も影響 を与えている ことが明 らかにな った。地区

内の規制や基準において は,現 状では景観 の特徴 とな って いる水

路や石垣 を保全するための項 目はな く,植 栽 に関 しては垂直要素

を増やす結果 とな ってい ることがわか った。 さらに,守 る会で は,

水路や石垣 において は特徴を保全す る方向に誘導 されている一方

で植栽 に関 しては境 界部 に垂直要素 を増やすよ うな誘導 がされて

いる ことがわか った。

現在 は景観の特 徴が具体的 に把握 されてい るもの とそ うでない

ものが あ り,集 落景観 に関 して明確な保全の方向性が定 ま ってい

ない部分 がある事か ら,基 準や誘導にば らつ きが見 られる状況 で

ある。集落景観を保全す るため にはその特徴をふ まえて,個 々の

景観構成要素 の保全を はか るという方法 も可能であ ると考 え られ

る。以上 の ことか ら今後建造物だ けでな い集落景観を保全 す るた

めの仕組 の再構築が必要で あることが示唆 された。
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Summary:"Preservation districts for groups of historic buildings" has widened its vision to regard the value of cultural

property as a landscape of villages and towns rather than simply regard it as individual buildings. This paper defines the

character of landscapes in Sirakawa-mura Ogimahci and clarifies the alternation of maintenance system and current

situation of the regulation and criteria. Sirakawa-mura Ogimahci is characterized by a division of the land into small

areas by rock wall and water pass, and a lack of tall landscape components. The maintenance system has been changing

and regulation and criteria are not clear. We saw that some alternation and repair actually impair the character of the

landscape. Our observation implies the necessity for the confirmation of conservation system of landscapes.
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